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院
議
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秋
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提
出
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通
ト
ラ
ブ
ル
対
策
に
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る
質
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に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。
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衆
議
院
議
員
田
中
慶
秋
君
提
出
交
通
ト
ラ
ブ
ル
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
は
、
車
両
等
の
交
通
方
法
を
定
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合

の
所
要
の
罰
則
を
設
け
て
い
る
。
例
え
ば
、
同
法
第
二
十
六
条
は
、
直
前
の
車
両
等
に
追
突
す
る
の
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る

た
め
必
要
な
距
離
を
保
つ
こ
と
を
義
務
付
け
、
同
法
第
三
十
七
条
は
、
交
差
点
で
右
折
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
交
差
点
に

お
い
て
直
進
し
、
又
は
左
折
し
よ
う
と
す
る
車
両
等
の
進
行
を
妨
害
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、
同
法
第
五
十
四
条
第
二
項
は
、
危

険
を
防
止
す
る
た
め
や
む
を
得
な
い
と
き
等
を
除
き
警
音
器
を
鳴
ら
す
こ
と
を
禁
止
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
違
反
行
為
に
対
し

て
罰
金
刑
等
が
科
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
警
察
に
お
い
て
は
、
運
転
者
が
自
ら
進
ん
で
こ
の
よ
う
な
交
通
ル
ー
ル
を
遵
守
し
、
正
し
い
交
通
マ
ナ
ー
を
実
践
で

き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
交
通
安
全
教
育
指
針
（
平
成
十
年
国
家
公
安
委
員
会
告
示
第
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
交
通
安
全
教
育

を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
交
通
安
全
意
識
と
交
通
マ
ナ
ー
の
向
上
に
努
め
、
相
手
の
立
場
を
尊
重
し
、
他
の
人
々
や
地
域
の
安

全
に
も
貢
献
で
き
る
良
き
社
会
人
を
育
成
す
る
た
め
、
第
七
次
交
通
安
全
基
本
計
画
（
平
成
十
三
年
三
月
十
六
日
中
央
交
通
安

全
対
策
会
議
決
定
）
等
に
基
づ
き
、
交
通
安
全
思
想
の
普
及
徹
底
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。


